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び
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度
任
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職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
七

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
三
恵
印
刷
株
式
会
社
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

（
公
安
委
規
則
）

○
公
安
委
員
会
規
則

　
大
分
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
８
年
３
月
31日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
　
久
　
　
　
家
　
　
　
里
　
　
　
三
　

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

　
　
　
大
分
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大
分
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
（
平
成
13年
大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
４
条
を
第
６
条
と
し
、
第
３
条
を
第
５
条
と
し
、
第
２
条
の
次
に
次
の
２
条
を
加
え
る
。

　
（
委
員
の
委
嘱
）

第
３
条
　
公
安
委
員
会
は
、
協
議
会
が
置
か
れ
た
警
察
署
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
、
勤
務
地
又
は
事
業
所
そ

　
の
他
活
動
拠
点
と
な
る
場
所
を
有
す
る
者
で
、
委
員
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
人
格
、
識
見
等
を
有

　
し
、
当
該
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
治
安
に
つ
い
て
関
心
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
、
委
員
を
委
嘱
す
る

　
も
の
と
す
る
。

２
　
委
員
の
委
嘱
は
、
別
記
様
式
第
１
号
の
委
嘱
状
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
委
員
の
解
嘱
）

第
４
条
　
公
安
委
員
会
は
、
大
分
県
警
察
署
協
議
会
条
例
第
３
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
を
解
嘱
し
よ

　
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
委
員
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
理
由
を
通
知
し
て
、
弁
明
の
機
会
を
与
え

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
２
号
の
弁
明
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
委
員
の
解
嘱
は
、
別
記
様
式
第
３
号
の
解
嘱
通
知
書
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
別
表
の
次
に
次
の
３
様
式
を
加
え
る
。



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

二

（
公
安
委
規
則
）

別
記
様
式
第
１
号
（
第
３
条
関
係
）委

嘱
状

殿

警
察
法
第
５
３
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り

大
分
県

警
察
署
協
議
会
委
員

に
委
嘱
し
ま
す
。

委
嘱
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

年
月

日大
分
県
公
安
委
員
会

印

別
記
様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）

（
表
）

弁
明

通
知

書大
公
委
第

号

年
月

日

殿

大
分
県
公
安
委
員
会

印

大
分
県
警
察
署
協
議
会
条
例
第
３
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
大
分
県

警
察
署
協
議
会
委
員
を
解
嘱
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
大
分
県
警
察
署
協
議
会

に
関
す
る
規
則
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
弁
明
の
機
会
の
付
与
を
下
記
の

と
お
り
行
い
ま
す
。

記

弁
明
の
件
名

解
嘱
の
原
因
と
な
る
事
実

弁
明
書
提
出
弁
明
書
の
提
出
先

弁
明
書
の
提
出
期
限

口
頭
弁
明

出
頭
場
所

出
頭
日
時

弁
明
の
機
会
の
付
与
に
際
し
て
の
留
意
事
項
は
、
裏
面
の
と
お
り
で
す
。

別
記
様
式
第
１
号
（
第
３
条
関
係
）

別
記
様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

三

（
公
安
委
規
則
）

（
裏
）

弁
明
の
機
会
の
付
与
に
際
し
て
の
留
意
事
項

１
弁
明
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
あ
な
た
の
氏
名
、
住
所
、
弁
明
の
件
名
及
び
弁
明

の
機
会
の
付
与
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
意
見
を
記
載
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

２
口
頭
に
よ
る
弁
明
を
す
る
場
合
は
、
出
頭
日
時
に
出
頭
場
所
に
出
頭
し
て
、
次
の

者
に
対
し
、
弁
明
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
口
頭
に
よ
る
弁
明
に
代
え
て
、
弁
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

所
属

弁
明
を
聴
取
す
る
者
職
名
及
び
氏
名

連
絡
先

３
口
頭
に
よ
る
弁
明
の
機
会
の
付
与
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
あ
な
た
が
病
気
そ
の

他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
公
安
委
員
会
に
対
し
、
弁
明
の
日
時
の

変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

４
弁
明
を
す
る
と
き
は
、
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

５
あ
な
た
が
弁
明
を
し
な
い
場
合
に
は
、
あ
な
た
に
代
わ
っ
て
代
理
人
を
選
任
で
き

ま
す
の
で
、
代
理
人
を
選
任
し
た
旨
の
届
出
書
に
弁
明
の
件
名
、
代
理
人
の
氏
名
及

び
住
所
並
び
に
当
該
代
理
人
に
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
一
切
の
行
為
を
す
る

こ
と
を
委
任
す
る
旨
を
明
示
し
た
代
理
人
資
格
証
明
書
の
写
し
を
添
付
し
て
公
安
委

員
会
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

別
記
様
式
第
３
号
（
第
４
条
関
係
）

解
嘱

通
知

書

様

大
分
県
警
察
署
協
議
会
条
例
第
３
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
理
由
に
よ

り
大
分
県

警
察
署
協
議
会
委
員
を
解
嘱
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

【
理
由
】

年
月

日

大
分
県
公
安
委
員
会

印

【
教
示
事
項
】

１
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
３
月
以
内
に
、
大
分
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の

処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

２
こ
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内

に
、
大
分
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
大
分
県
を
代
表
す
る
者
は
大
分
県
公
安
委
員
会
と
な
り

ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。
た
だ
し
、

上
記
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、

こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す

る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

別
記
様
式
第
3
号
（
第
４
条
関
係
）



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

四

（
公
安
委
規
則
・
公
安
委
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
第
３
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の

　
施
行
の
日
以
後
に
委
嘱
さ
れ
た
委
員
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
委
嘱
さ
れ
た
委
員
に
つ
い
て
は
、
な

　
お
従
前
の
例
に
よ
る
。○

公
安
委
員
会
告
示

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
32号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
44条

第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
市
内
の
乗
合

自
動
車
の
停
留
所
に
お
け
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
の
停
車
又
は
駐
車
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
当
該
停
車
又
は
駐
車
に
関
係
の
あ
る
者
と
合
意
し
た
。

　
　
令
和
８
年
３
月
31日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
　
久
　
　
　
家
　
　
　
里
　
　
　
三
　

１
　
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
が
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
乗
合
自
動
車
の
停
留
所
の
名
称

　
　
別
表
の
と
お
り

２
　
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
の
範
囲

　
　
大
分
市
か
ら
委
託
を
受
け
た
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
道
路
運
送
法
（
昭
和
26年
法
律
第

　
183号

）
第
３
条
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車

３
　
停
車
又
は
駐
車
が
道
路
又
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
と

　
認
め
る
事
項

　
　
大
分
バ
ス
株
式
会
社
と
大
分
市
と
の
運
行
時
刻
等
に
つ
い
て
の
調
整

別
表

停
留
所
の
名
称

所
在
地

合
意
日

１
光
吉
入
口

大
分
市
大
字
光
吉

令
和
８
年
１
月
20日

○
警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
４
号

警
　
察
　
学
　
校
　

警
　
　
察
　
　
署
　

　
警
察
署
及
び
警
察
学
校
の
収
入
及
び
支
出
に
関
す
る
事
務
等
の
決
裁
規
程
（
平
成
21年
大
分
県
警
察
本
部

訓
令
第
11号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
８
年
３
月
31日

大
分
県
警
察
本
部
長
　
平
　
松
　
伸
　
二
　

　
別
表
第
１
の
４
の
表
の
注
１
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
金
額
と
す
る
。

　
⑴
　
単
価
契
約
の
締
結
の
場
合
　
年
間
所
要
見
込
額
（
契
約
単
価
に
発
注
見
込
数
量
を
乗
じ
て
得
た
額
を

　
　
い
う
。
）

　
⑵
　
長
期
継
続
契
約
の
締
結
の
場
合
　
契
約
予
定
総
額
（
契
約
期
間
全
体
の
執
行
予
定
額
（
契
約
期
間
に

　
　
定
め
が
な
い
も
の
は
、
一
月
当
た
り
の
執
行
予
定
額
に
48を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
い
う
。
）

　
別
表
第
１
の
５
の
表
の
１
の
部
の
報
償
費
の
項
中
「
160万

円
」
を
「
300万

円
」
に
改
め
、
同
部
の
交
際

「

」
を
「

」
費
の
項
中

全
額

―
―

全
額

―
100万

円
以
上

「

」
に
改
め
、
同
部
の
需
用
費
の
項
中

食
糧
費
10万
円
以
上
10万
円
未
満
10万
円
以
上

―
全
額

を

「

」

に
、

食
糧
費
（
弁
当
及
び
飲
料

水
等
の
購
入
）

―
全
額

―
―

全
額

食
糧
費
（
そ
の
他
）

10万
円
以
上
10万
円
未
満
100万

円
以
上

―
全
額

「
160万

円
」
を
「
300万

円
」
に
改
め
、
同
部
の
委
託
料
の
項
中

「

」

を
そ
の
他

100万
円
以
上

1,000万
円
未

満

100万
円
未
満

100万
円
以
上

―
全
額

「
仮
契
約
締
結
済

の
も
の

全
額

―
―

―
全
額
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そ
の
他

100万
円
以
上

1,000万
円
未

満

100万
円
未
満

200万
円
以
上

―
全
額

に
改
め
、

」
同
部
の
使
用
料
及
び
賃
借
料
の
項
中
「
80万

円
」
を
「
150万

円
」
に
改
め
、
同
部
の
原
材
料
費
の
項
及
び

備
品
購
入
費
の
項
中
「
160万

円
」
を
「
300万

円
」
に
改
め
、
同
部
の
負
担
金
補
助
及
び
交
付
金
の
項
中

「
100万

円
」
を
「
200万

円
」
に
改
め
、
同
部
の
扶
助
費
の
項
中
「
160万

円
」
を
「
300万

円
」
に
改
め

る
。
　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
５
号

警
　
察
　
本
　
部
　

警
　
察
　
学
　
校
　

警
　
　
察
　
　
署
　

　
大
分
県
警
察
の
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
43年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
21号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
８
年
３
月
31日

大
分
県
警
察
本
部
長
　
平
　
松
　
伸
　
二
　

　
別
表
第
１
の
16の
項
の
区
分
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
⑷
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
22年

法
律
第
164号

）
第
６
条
の
２
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援

　
　
を
利
用
す
る
子
の
当
該
児
童
発
達
支
援
の
利
用
に
係
る
付
添
い
を
行
う
場
合

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
６
号

警
　
察
　
本
　
部
　

警
　
察
　
学
　
校
　

警
　
　
察
　
　
署
　

　
大
分
県
警
察
に
お
け
る
処
務
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
46年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
12号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
８
年
３
月
31日

大
分
県
警
察
本
部
長
　
平
　
松
　
伸
　
二
　

　
第
27条
中
「
旅
行
命
令
簿
（
第
４
号
様
式
）
」
を
「
大
分
県
警
察
旅
費
シ
ス
テ
ム
（
職
員
の
旅
費
に
関
す

る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
で
、
警
務
部
会
計
課
に
お
い
て
管
理
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ス
テ
ム
の
障
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
大
分
県
警
察
旅
費
シ
ス
テ
ム

　
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
旅
行
命
令
簿
（
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
26年

大
分
県
条
例
第
28

　
号
）
第
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
簿
を
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
　

　
第
２
号
様
式
か
ら
第
４
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
　

第
２
号
様
式
か
ら
第
４
号
様
式
ま
で
　
削
除

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
７
号

警
　
察
　
本
　
部
　

警
　
察
　
学
　
校
　

警
　
　
察
　
　
署
　

　
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
（
昭
和
54年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
16号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
　
令
和
８
年
３
月
31日

大
分
県
警
察
本
部
長
　
平
　
松
　
伸
　
二
　

　
第
３
条
第
１
項
第
２
号
中
「
第
15条
第
６
項
及
び
第
７
項
」
を
「
第
15条
第
７
項
及
び
第
８
項
」
に
改
め

る
。
　
別
表
の
１
の
項
中
「
及
び
少
年
補
導
」
を
「
、
少
年
補
導
」
に
改
め
、
「
少
年
補
導
職
員
」
の
次
に
「
、

犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
作
業
に
従
事
し
た
職
員
（
警
務
部
広
報
課
に
配
置
さ
れ
て
い
る
職
員
で
あ
っ

て
、
公
認
心
理
師
又
は
臨
床
心
理
士
の
資
格
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
ら
の
作
業
に
伴
う
通
訳

の
作
業
に
従
事
し
た
職
員
（
警
察
本
部
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
職
員
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
８
号

警
　
察
　
本
　
部
　

警
　
察
　
学
　
校
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警
　
　
察
　
　
署
　

　
警
察
官
の
昇
任
試
験
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
４
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
14号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
８
年
３
月
31日

大
分
県
警
察
本
部
長
　
平
　
松
　
伸
　
二
　

　
第
18条

第
５
項
第
１
号
ウ
及
び
同
項
第
２
号
ウ
中
「
良
好
」
を
「
優
秀
」
に
改
め
、
同
項
第
３
号
ウ
中

「
優
良
」
を
「
優
秀
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
９
号

警
　
察
　
本
　
部
　

警
　
察
　
学
　
校
　

警
　
　
察
　
　
署
　

　
大
分
県
警
察
に
お
け
る
巡
査
長
の
選
考
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
５
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
12号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
８
年
３
月
31日

大
分
県
警
察
本
部
長
　
平
　
松
　
伸
　
二
　

　
第
４
条
第
２
号
中
「
及
び
警
務
課
長
」
を
「
、
警
務
部
参
事
監
及
び
警
務
部
警
務
課
長
」
に
改
め
る
。

　
第
６
条
中
「
警
務
課
」
を
「
警
務
部
警
務
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
10号

警
　
察
　
本
　
部
　

警
　
察
　
学
　
校
　

警
　
　
察
　
　
署
　

　
大
分
県
警
察
本
部
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
任
す
る
規
程
（
平
成
７
年
大
分
県
警
察
本
部
訓

令
甲
第
12号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
８
年
３
月
31日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
警
察
本
部
長
　
平
　
松
　
伸
　
二
　

　
別
表
第
１
の
⑵
、
別
表
第
２
の
⑵
及
び
別
表
第
３
の
⑵
中
「
第
34条
」
を
「
第
32条
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
11号

警
　
察
　
本
　
部
　

警
　
察
　
学
　
校
　

警
　
　
察
　
　
署
　

　
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
８
年
３
月
31日

大
分
県
警
察
本
部
長
　
平
　
松
　
伸
　
二
　

　
（
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
改
正
）

第
１
条
　
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
平
成
７
年
大
分
県
警
察
本
部
訓

　
令
甲
第
16号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
19条
中
「
第
15条

第
６
項
」
を
「
第
15条
第
７
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
20条
第
１
項
第
３
号
本
文
中
「
勤
務
時
間
は
」
を
「
勤
務
時
間
は
、
」
に
改
め
、
同
号
ア
中
「
11時

　
間
」
を
「
12時
間
」
に
、
「
４
時
間
30分
」
を
「
３
時
間
30分
」
に
、
「
場
合
に
あ
っ
て
は
」
を
「
場
合

　
に
あ
っ
て
は
、
」
に
改
め
、
同
項
第
４
号
ア
か
ら
エ
ま
で
以
外
の
部
分
中
「
11時

間
」
を
「
12時

間
」

　
に
、
「
４
時
間
30分

」
を
「
３
時
間
30分

」
に
改
め
、
同
号
ア
中
「
交
通
機
動
隊
に
勤
務
す
る
職
員
及

　
び
」
を
「
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
当
直
及
び
」
に
、
「
、
交
通
機
動
隊
に
勤
務
す
る
職
員
で
当
直
勤
務
が
終

　
了
す
る
日
が
週
休
日
及
び
休
日
等
の
職
員
、
警
察
学
校
に
勤
務
す
る
職
員
並
び
に
」
を
「
及
び
警
察
学
校

　
に
勤
務
す
る
職
員
並
び
に
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
当
直
及
び
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
11時
間
」
を
「
12時

　
間
」
に
、
「
午
後
９
時
」
を
「
午
後
10時
」
に
、
「
午
後
８
時
30分
」
を
「
午
後
９
時
30分
」
に
改
め
、

　
同
号
エ
中
「
４
時
間
30分

」
を
「
３
時
間
30分
」
に
、
「
午
前
７
時
30分
か
ら
正
午
」
を
「
午
前
６
時
30

　
分
か
ら
午
前
10時
」
に
、
「
又
は
」
を
「
に
従
事
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
午
前
６
時
か
ら
午
前
９
時
30分

　
ま
で
、
」
に
、
「
午
前
６
時
30分
」
を
「
午
前
７
時
30分
」
に
改
め
る
。

　
　
第
22条
第
１
項
及
び
第
２
項
中
「
第
15条
第
７
項
」
を
「
第
15条
第
８
項
」
に
改
め
る
。

　
（
大
分
県
警
察
当
直
規
程
の
一
部
改
正
）

第
２
条
　
大
分
県
警
察
当
直
規
程
（
平
成
９
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
10号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

　
改
正
す
る
。

　
　
第
８
条
第
１
項
中
「
11時
間
」
を
「
12時
間
」
に
、
「
午
後
９
時
」
を
「
午
後
10時
」
に
、
「
午
前
７

　
時
30分
ま
で
（
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
当
直
及
び
」
を
「
午
前
６
時
30分
ま
で
（
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
当
直

　
に
あ
っ
て
は
午
後
９
時
30分
か
ら
翌
日
の
午
前
６
時
ま
で
、
」
に
、
「
、
午
後
８
時
30分
」
を
「
午
後
９
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時
30分
」
に
、
「
午
前
６
時
30分
」
を
「
午
前
７
時
30分
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
12号

警
　
察
　
本
　
部
　

警
　
察
　
学
　
校
　

警
　
　
察
　
　
署
　

　
事
務
職
員
等
の
昇
任
選
考
考
査
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
28年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
12号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
８
年
３
月
31日

大
分
県
警
察
本
部
長
　
平
　
松
　
伸
　
二
　

　
第
１
条
中
「
と
い
う
。
）
」
の
次
に
「
等
」
を
加
え
る
。

　
第
７
条
第
１
項
中
第
１
号
を
削
り
、
第
２
号
を
第
１
号
と
し
、
第
３
号
を
第
２
号
と
し
、
同
条
第
２
項
中

第
５
号
を
第
６
号
と
し
、
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
を
１
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
１
号
と
し
て
次
の

１
号
を
加
え
る
。

　
⑴
　
事
務
職
員
主
査
昇
任
選
考
審
査

　
第
12条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
選
考
考
査
の
科
目
）

第
12条
　
事
務
職
員
係
長
昇
任
選
考
考
査
及
び
事
務
職
員
課
長
補
佐
昇
任
選
考
考
査
の
科
目
は
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
科
目
と
す
る
。

　
⑴
　
第
一
次
考
査
　
次
に
掲
げ
る
科
目

　
　
ア
　
地
方
自
治
制
度
、
会
計
実
務
、
厚
生
実
務
及
び
運
転
免
許
実
務

　
　
イ
　
警
察
制
度
、
公
務
員
制
度
、
一
般
常
識
及
び
管
理
論
文

　
⑵
　
第
二
次
考
査
　
前
号
に
定
め
る
科
目

　
第
16条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
選
考
審
査
の
科
目
）

第
16条
　
選
考
審
査
の
科
目
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
科
目
と
す
る
。

　
⑴
　
記
述
式
の
筆
記
試
験
　
第
12条
第
１
号
イ
に
掲
げ
る
科
目

　
⑵
　
面
接
試
験
　
前
号
に
定
め
る
科
目

　
第
19条
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

　
（
上
席
主
幹
研
究
員
の
職
へ
の
任
命
）
　

第
20条
　
上
席
主
幹
研
究
員
の
職
へ
の
任
命
は
、
所
属
長
か
ら
推
薦
さ
れ
た
主
幹
研
究
員
の
職
に
あ
る
職
員

　
に
つ
い
て
、
当
該
職
員
の
在
職
年
数
、
年
齢
及
び
勤
務
成
績
を
審
査
の
上
、
本
部
長
が
任
命
す
る
。

　
別
表
の
事
務
職
員
主
査
昇
任
選
考
考
査
の
項
を
削
り
、
同
表
の
事
務
職
員
課
長
補
佐
昇
任
選
考
考
査
の
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

事
務
職
員
主
査
昇
任
選
考

審
査

主
任
・
主
事
在
職
３
年

以
上

40歳
以
上

　
別
表
の
事
務
職
員
主
幹
昇
任
選
考
審
査
の
項
中
「
事
務
職
員
主
査
昇
任
選
考
考
査
」
を
「
事
務
職
員
主
査

昇
任
選
考
審
査
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
事
務
職
員
等
の
昇
任
選
考
考
査
等
に
関
す
る
規
程
第
７
条
第
１
項
第
１
号

　
の
事
務
職
員
主
査
昇
任
選
考
考
査
に
よ
り
昇
任
し
た
職
員
は
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
事
務
職
員
等

　
の
昇
任
選
考
考
査
等
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
第
７
条
第
２
項
第
１
号
の

　
事
務
職
員
主
査
昇
任
選
考
審
査
に
よ
り
昇
任
し
た
職
員
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
規
程
別
表
の
規
定
を
適

　
用
す
る
。

　
（
警
視
等
の
昇
任
選
考
考
査
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

３
　
警
視
等
の
昇
任
選
考
考
査
に
関
す
る
規
程
（
平
成
17年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
10号
）
の
一
部
を

　
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
別
表
の
備
考
１
中
「
第
７
条
第
１
項
第
３
号
」
を
「
第
７
条
第
１
項
第
２
号
」
に
、
「
第
７
条
第
２
項

　
第
３
号
」
を
「
第
７
条
第
２
項
第
４
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
13号

警
　
察
　
本
　
部
　

警
　
察
　
学
　
校
　

警
　
　
察
　
　
署
　

　
大
分
県
警
察
の
特
別
職
非
常
勤
職
員
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
２
年
大
分

県
警
察
本
部
訓
令
第
26号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
８
年
３
月
31日

大
分
県
警
察
本
部
長
　
平
　
松
　
伸
　
二
　

（
警
察
本
部
訓
令
）



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

八

（
警
察
本
部
訓
令
）

　
第
18条
第
３
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
第
６
条
第
１
項
」
を
「
第
６
条
」
に
、
「
車
賃
、
宿
泊

料
、
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿
泊
手
当
」
に
改
め
る
。

　
別
表
第
２
の
５
の
項
の
原
因
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
⑷
　
児
童
福
祉
法
第
６
条
の
２
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
を
利
用
す
る
子
の
当
該
児
童
発

　
　
達
支
援
の
利
用
に
係
る
付
添
い
を
行
う
場
合

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。


